
議案第１０号 

 

新座市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

新座市建築基準法等関係手数料条例（令和２年新座市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」

と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりと

する。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

⑶ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 



改 正 後 

 

別表第１（第２条関係） 

建築基準法関係手数料 

名称 手数料を徴収する事務 金額 

建築物

に関す

る確認

申請又

は計画

通知手

数料 

［略］ ア 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によって

算定したものをいう。以下この項において同じ。）が

３０平方メートル以下のもの ８，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方

メートル以下のもの ２０，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平

方メートル以下のもの ３４，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００平

方メートル以下のもの ３６，０００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの ３９，０００円 

カ ［略］ 

キ ［略］ 

ク ［略］ 

ケ ［略］ 

コ ［略］ 

昇降機

を含む

建築物

に関す

る確認

申請又

は計画

通知手

数料 

建築基準法第６条第１

項の規定に基づく建築

物に関する確認の申請

又は同法第１８条第２

項の規定に基づく建築

物に関する計画の通知

に対する審査（申請又

は通知に係る計画に同

法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれ

る場合に限る。） 

ア 昇降機を含む建築物を建築する場合（イからエまで

に掲げる場合を除く。） 前項に規定する金額に、昇

降機１基につき１４，０００円（小荷物専用昇降機に

あっては、５，０００円）を加算した額 

イ 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機

の計画を変更して建築物を建築する場合 前項に規定 

す る 金 額 に 、 計 画 を 変 更 す る 昇 降 機 １ 基 に つ き 

７ ， ０ ０ ０ 円 （ 小 荷 物 専 用 昇 降 機 に あ っ て は 、 

４，０００円）を加算した額 

ウ 確認を受けた建築物のみの計画を変更して建築物を

建築する場合 前項に規定する金額 

エ 確認を受けた昇降機のみの計画を変更して建築物を 

建築する場合 計画を変更する昇降機１基につき 

７ ， ０ ０ ０ 円 （ 小 荷 物 専 用 昇 降 機 に あ っ て は 、 

４，０００円） 

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定を

行うこ

とが比

較的容

易な特

定建築

行為に

関する

確認申

請又は

建築基準法第６条第１

項の規定に基づく建築

物に関する確認の申請

又は同法第１８条第２

項の規定に基づく建築

物に関する計画の通知

に対する審査（建築物

のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律 

（平成２７年 法律第 

５３号）第１１条第１

項ただし書（同条第２

項において準用する場 

合を含む。） 又は第 

１２条第２項ただし書

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごと

に次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第２条第

１項第１号イ又はロに定める基準に適合するもの（イ

に掲げるものを除く。） 建築物に関する確認申請又

は計画通知手数料の項に規定する金額（昇降機を含む

建築物にあっては、前項に規定する金額）に、次に定

める額を加算した金額 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 １４，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 １６，０００円 



改 正 前 

 

別表第１（第２条関係） 

建築基準法関係手数料 

名称 手数料を徴収する事務 金額 

建築物

に関す

る確認

申請又

は計画

通知手

数料 

［略］ ア 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によって

算定したものをいう。以下この項において同じ。）が

３０平方メートル以下のもの ７，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方

メートル以下のもの １４，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平

方メートル以下のもの ２４，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの ３１，０００円 

 

 

オ ［略］ 

カ ［略］ 

キ ［略］ 

ク ［略］ 

ケ ［略］ 

昇降機

を含む

建築物

に関す

る確認

申請又

は計画

通知手

数料 

建築基準法第６条第１

項の規定に基づく建築

物に関する確認の申請

又は同法第１８条第２

項の規定に基づく建築

物に関する計画の通知

に対する審査（申請又

は通知に係る計画に同

法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれ

る場合に限る。） 

ア 昇降機を含む建築物を建築する場合（イからエまで

に掲げる場合を除く。） 前項に規定する金額に、昇

降機１基につき１４，０００円（小荷物専用昇降機に

あっては、５，０００円）を加算した額 

イ 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機

の計画を変更して建築物を建築する場合 前項に規定 

す る 金 額 に 、 計 画 を 変 更 す る 昇 降 機 １ 基 に つ き 

７ ， ０ ０ ０ 円 （ 小 荷 物 専 用 昇 降 機 に あ っ て は 、 

４，０００円）を加算した額 

ウ 確認を受けた建築物のみの計画を変更して建築物を

建築する場合 前項に規定する金額 

エ 確認を受けた昇降機のみの計画を変更して建築物を 

建築する場合 計画を変更する昇降機１基につき 

７ ， ０ ０ ０ 円 （ 小 荷 物 専 用 昇 降 機 に あ っ て は 、 

４，０００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



計画通

知手数

料 

 

 

 

 

 

（同条第３項において 

準用する場合を含む。） 

に規定する特定建築行

為に限る。） 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ２７，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

４３，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

６８，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ８８，０００円 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則第２条第１項第１号イ又はロに定める基準に

適合するもの（建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第１１条第２項及び第１２条第３項の規

定に基づくものに限る。） 建築物に関する確認申請

又は計画通知手数料の項に規定する金額（昇降機を含

む建築物にあっては、前項に規定する金額）に、次に

定める額を加算した金額 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ７，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ８，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 １３，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

２１，５００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３４，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ４４，０００円 

［略］ 

建築物

に関す

る完了

検査手

数料 

建築基準法第７条第１

項又は第１８条第２０

項の規定に基づく建築 

物に関する完 了検査 

（次項及び要確認特定

建築行為又は要通知特

定建築行為に係る建築

物に関する完了検査手

数料の項に規定する完

了検査を除く。） 

ア イ以外の場合 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３０平方メートル以下のもの １５，０００円 

 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平

方メートル以下のもの ２４，０００円 

 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００

平方メートル以下のもの ３４，０００円 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００

平方メートル以下のもの ３７，０００円 

 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ４２，０００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

建築物

に関す

る完了

検査手

数料 

建築基準法第７条第１

項又は第１８条第１６

項の規定に基づく建築 

物に関する完 了検査 

（次項に規定する完了

検査を除く。） 

ア イ以外の場合 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３０平方メートル以下のもの １４，０００円 

 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平

方メートル以下のもの １７，０００円 

 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００

平方メートル以下のもの ２４，０００円 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３５，０００円 

 

 



 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ 建築基準法第７条の３第５項又は第１８条第３０項

の中間検査合格証の交付を受けた建築物を含む申請の

場合 

～  ［略］ 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００

平方メートル以下のもの ２８，０００円 

 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３６，０００円 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

昇降機

を含む

建築物

に関す

る完了

検査手

数料 

 

建築基準法第７条第１

項又は第１８条第２０

項の規定に基づく建築 

物に関する完 了検査 

（完了検査の申請又は

通知に係る計画に同法

第８７条の４の昇降機

に係る部分が含まれる

場合に限る。） 

前項に規定する金額に、昇降機１基につき次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 

ア イに掲げる昇降機以外の昇降機 １７，０００円 

（小荷物専用昇降機にあっては、１０，０００円） 

イ 建築基準法第７条の３第５項の中間検査合格証の交

付を受けた昇降機 １６，０００円（小荷物専用昇降

機にあっては、１０，０００円） 

要確認

特定建

築行為

又は要

通知特

定建築

行為に

係る建

築物に

関する

完了検

査手数

料 

 

 

 

建築基準法第７条第１

項又は第１８条第２０

項の規定に基づく建築 

物に関する完 了検査 

（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１

項又は第１２条第２項

の規定に基づく特定建 

築行為の場合に限る。） 

 

建築物に関する完了検査手数料の項に規定する金額（昇

降機を含む建築物にあっては、ア又はイに規定する額に

前項ア又はイに規定する額を加算した額）に、申請に係

る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に定

める額を加算した金額 

ア 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によって

算定したものをいう。以下この項において同じ。）が

３０平方メートル以下のもの ３，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方

メートル以下のもの ５，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平

方メートル以下のもの ６，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００平

方メートル以下のもの ７，０００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの ８，０００円 

カ  床 面 積 の 合 計 が ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

１，０００平方メートル以下のもの １１，０００円 

キ 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え 

２，０００平方メートル以下のもの １６，０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え 

１０，０００平方メートル以下のもの ４１，０００

円 

ケ 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え 



 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ 建築基準法第７条の３第５項又は第１８条第２１項

の中間検査合格証の交付を受けた建築物を含む申請の

場合 

～  ［略］ 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３３，０００円 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

昇降機

を含む

建築物

に関す

る完了

検査手

数料 

 

建築基準法第７条第１

項又は第１８条第１６

項の規定に基づく建築 

物に関する完 了検査 

（完了検査の申請又は

通知に係る計画に同法

第８７条の４の昇降機

に係る部分が含まれる

場合に限る。） 

前項に規定する金額に、昇降機１基につき次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 

ア イに掲げる昇降機以外の昇降機 １７，０００円 

（小荷物専用昇降機にあっては、１０，０００円） 

イ 建築基準法第７条の３第５項の中間検査合格証の交

付を受けた昇降機 １６，０００円（小荷物専用昇降

機にあっては、１０，０００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５０，０００平方メートル以下のもの ６６，０００

円 

コ 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超える

もの １３３，０００円 

建築設

備に関

する完

了検査

手数料 

建築基準法第８７条の

４において準用する同

法第７条第１項又は第

１８条第２０項の規定

に基づく建築設備に関

する完了検査 

［略］ 

工作物

に関す

る完了

検査手

数料 

建築基準法第８８条第

１項又は第２項におい

て準用する同法第７条

第１項又は第１８条第

２０項の規定に基づく

工作物に関する完了検

査 

［略］ 

建築物

に関す

る中間

検査手

数料 

建築基準法第７条の３

第１項又は第１８条第

２８項の規定に基づく

建築物に関する中間検

査（次項に規定する中

間検査を除く。） 

ア～ウ ［略］ 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００平

方メートル以下のもの ２７，０００円 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの ３３，０００円 

カ ［略］ 

キ ［略］ 

ク ［略］ 

ケ ［略］ 

コ ［略］ 

昇降機

を含む

建築物

に関す

る中間

検査手

数料 

建築基準法第７条の３

第１項又は第１８条第

２８項の規定に基づく

建築物に関する中間検

査（中間検査の申請又

は通知に係る計画に同

法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれ

る場合に限る。） 

［略］ 

建築設

備に関

する中

間検査

手数料 

建築基準法第８７条の

４において準用する同

法第７条の３第１項又

は第１８条第２８項の

規定に基づく建築設備

の中間検査 

［略］ 

工作物

に関す

る中間

検査手

数料 

建築基準法第８８条第

１項において準用する

同法第７条の３第１項

又は第１８条第２８項

の規定に基づく工作物

の中間検査 

［略］ 

検査済

証の交

付を受

建築基準法第７条の６

第１項第１号若しくは

第２号又は第１８条第

［略］ 



 

 

 

 

建築設

備に関

する完

了検査

手数料 

建築基準法第８７条の

４において準用する同

法第７条第１項又は第

１８条第１６項の規定

に基づく建築設備に関

する完了検査 

［略］ 

工作物

に関す

る完了

検査手

数料 

建築基準法第８８条第

１項又は第２項におい

て準用する同法第７条

第１項又は第１８条第

１６項の規定に基づく

工作物に関する完了検

査 

［略］ 

建築物

に関す

る中間

検査手

数料 

建築基準法第７条の３

第１項又は第１８条第

１９項の規定に基づく

建築物に関する中間検

査（次項に規定する中

間検査を除く。） 

ア～ウ ［略］ 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの ３１，０００円 

 

 

オ ［略］ 

カ ［略］ 

キ ［略］ 

ク ［略］ 

ケ ［略］ 

昇降機

を含む

建築物

に関す

る中間

検査手

数料 

建築基準法第７条の３

第１項又は第１８条第

１９項の規定に基づく

建築物に関する中間検

査（中間検査の申請又

は通知に係る計画に同

法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれ

る場合に限る。） 

［略］ 

建築設

備に関

する中

間検査

手数料 

建築基準法第８７条の

４において準用する同

法第７条の３第１項又

は第１８条第１９項の

規定に基づく建築設備

の中間検査 

［略］ 

工作物

に関す

る中間

検査手

数料 

建築基準法第８８条第

１項において準用する

同法第７条の３第１項

又は第１８条第１９項

の規定に基づく工作物

の中間検査 

［略］ 

検査済

証の交

付を受

建築基準法第７条の６

第１項第１号若しくは

第２号又は第１８条第

［略］ 



ける前

におけ

る建築

物等の

仮使用

認定申

請手数

料 

３８項第１号若しくは

第２号（これらの規定

を同法第８７条の４又

は第８８条第１項若し

くは第２項において準

用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使用

の認定の申請に対する

審査 

［略］ 

 

別表第３（第２条関係） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料 

名称 手数料を徴収する事務 金額 

［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

査の申

出を伴

う長期

優良住

宅建築

等計画

認定申

請手数

料 

［略］ 前項ア 又はイ に規定する額（共同住宅等にあっては、

床面積の合計の区分に応じ同項ア ａからｈまで又はイ

ａからｈまでに規定する額）に、次のアに定める額を

加算し、次のイからエまでに掲げる場合はそれぞれ当該

イからエまでに定める額を更に加算して得た額 

ア 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 床面積の合計（申請に係る住戸を含む一の建築物

について市長が別に定める算定方法によって算定し

たものをいう。以下この項において同じ。）が３０

平方メートル以下のもの ８，０００円 

 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平

方メートル以下のもの ２０，０００円 

 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００

平方メートル以下のもの ３４，０００円 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００

平方メートル以下のもの ３６，０００円 

 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３９，０００円 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ ［略］ 

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第１１条第１項ただし書（同条第２項において準用す

る場合を含む。）又は第１２条第２項ただし書（同条

第３項において準用する場合を含む。）に規定する特

定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おう

とする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２条第１項第１号イ又はロに定める基

準に適合するもの（ に掲げるものを除く。） 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 



ける前

におけ

る建築

物等の

仮使用

認定申

請手数

料 

２４項第１号若しくは

第２号（これらの規定

を同法第８７条の４又

は第８８条第１項若し

くは第２項において準

用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使用

の認定の申請に対する

審査 

［略］ 

 

別表第３（第２条関係） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料 

名称 手数料を徴収する事務 金額 

［略］ 

建築基

準関係

規定適

合審査

の申出

を伴う

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料 

［略］ 前項ア 又はイ に規定する額（共同住宅等にあっては、

床面積の合計の区分に応じ同項ア ａからｈまで又はイ

ａからｈまでに規定する額）に、次のアに定める額を

加算し、次のイ又はウに掲げる場合はそれぞれ当該イ又

はウに定める額を更に加算して得た額 

ア 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 床面積の合計（申請に係る住戸を含む一の建築物

について市長が別に定める算定方法によって算定し

たものをいう。以下この項において同じ。）が３０

平方メートル以下のもの ７，０００円 

 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平

方メートル以下のもの １４，０００円 

 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００

平方メートル以下のもの ２４，０００円 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３１，０００円 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ａ） 床面積の合計が２００平方メートル未満のも 

の １４，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のも 

の １６，０００円 

ｂ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が３００平方メートル未満のも 

の ２７，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が３００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４３，０００円 

（ｃ） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６８，０００円 

（ｄ） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

のもの ８８，０００円 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２条第１項第１号イ又はロに定める基

準に適合するもの（建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第１１条第２項及び第１２条第

３項の規定に基づくものに限る。） 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が２００平方メートル未満のも 

の ７，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のも 

の ８，０００円 

ｂ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が３００平方メートル未満のも 

の １３，５００円 

（ｂ） 床面積の合計が３００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２１，５００円 

（ｃ） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３４，０００円 

（ｄ） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

のもの ４４，０００円 

エ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条第５項の

構造計算適合性判定（以下ウにおいて「構造計算適合

性判定」という。）の実施の申出を伴う場合 申請に

係る住戸を含む構造計算適合性判定を行おうとする一 

の建築物（当該一の建築物の２以上の部分がエキス 

パンションジョイントその他の相互に応力を伝えない

構造方法のみで接しているときは、当該一の建築物の

２以上の部分をそれぞれ一の建築物とみなす。）ごと

に次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

～  ［略］ 

［略］ 

建築基 ［略］ 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条第４項の

構造計算適合性判定（以下ウにおいて「構造計算適合

性判定」という。）の実施の申出を伴う場合 申請に

係る住戸を含む構造計算適合性判定を行おうとする一 

の建築物（当該一の建築物の２以上の部分がエキス 

パンションジョイントその他の相互に応力を伝えない

構造方法のみで接しているときは、当該一の建築物の

２以上の部分をそれぞれ一の建築物とみなす。）ごと

に次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

～  ［略］ 

［略］ 

建築基 ［略］ 建築基準関係規定適合審査の申出を伴う長期優良住宅建



準関係

規定適

合の審

査の申

出を伴

う長期

優良住

宅建築

等計画

変更認

定申請

手数料 

建築等計画認定申請手数料の項アに規定する額に、前項

ア 又はイ に規定する額（共同住宅等にあっては、床

面積の合計の区分に応じ同項ア ａからｈまで又はイ

ａからｈまでに規定する額）を加算し、建築基準関係規

定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画認定

申請手数料の項イからエまでに掲げる場合は、それぞれ

当該イからエまでに定める額を更に加算して得た額 

［略］ 

 

別表第４（第２条関係） 

都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料 

名称 手数料を徴収する事務 金額 

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料 

［略］ 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額 

ア～ウ ［略］ 

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵又は同号イ

⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ２９，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ３３，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ５９，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１００，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１７５，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ２５６，０００円 

オ ［略］ 

カ ［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

査の申

出を伴

う低炭

素建築

物新築

［略］ 前項に規定する合算した額に、次のアに定める額を加算

し、次のイからエまでに掲げる場合はそれぞれ当該イか

らエまでに定める額を更に加算して得た額 

ア 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３０平方メートル以下のもの ８，０００円 

 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平

方メートル以下のもの ２０，０００円 



準関係

規定適

合審査

の申出

を伴う

長期優

良住宅

建築等

計画変

更認定

申請手

数料 

築等計画認定申請手数料の項アに規定する額に、前項ア

又はイ に規定する額（共同住宅等にあっては、床面

積の合計の区分に応じ同項ア ａからｈまで又はイ ａ

からｈまでに規定する額）を加算し、建築基準関係規定

適合審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画認定申請

手数料の項イ又はウに掲げる場合は、それぞれ当該イ又

はウに定める額を更に加算して得た額 

［略］ 

 

別表第４（第２条関係） 

都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料 

名称 手数料を徴収する事務 金額 

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料 

［略］ 次に掲げる額を合算した額 

ア～ウ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ ［略］ 

オ ［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

査の申

出を伴

う低炭

素建築

物新築

［略］ 前項に規定する合算した額に、次のアに定める額を加算

し、次のイ又はウに掲げる場合はそれぞれ当該イ又はウ

に定める額を更に加算して得た額 

ア 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３０平方メートル以下のもの ７，０００円 

 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平

方メートル以下のもの １４，０００円 



等計画

認定申

請手数

料 

 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００

平方メートル以下のもの ３４，０００円 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００

平方メートル以下のもの ３６，０００円 

 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３９，０００円 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ ［略］ 

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第１１条第１項ただし書（同条第２項において準用す

る場合を含む。）又は第１２条第２項ただし書（同条

第３項において準用する場合を含む。）に規定する特

定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おう

とする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２条第１項第１号イ又はロに定める基

準に適合するもの（⑵に掲げるものを除く。） 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が２００平方メートル未満のも 

の １４，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のも 

の １６，０００円 

ｂ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が３００平方メートル未満のも 

の ２７，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が３００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４３，０００円 

（ｃ） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６８，０００円 

（ｄ） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

のもの ８８，０００円 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２条第１項第１号イ又はロに定める基

準に適合するもの（建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第１１条第２項及び第１２条第

３項の規定に基づくものに限る。） 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が２００平方メートル未満のも 

の ７，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のも 

の ８，０００円 



等計画

認定申

請手数

料 

 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００

平方メートル以下のもの ２４，０００円 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３１，０００円 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｂ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が３００平方メートル未満のも 

の １３，５００円 

（ｂ） 床面積の合計が３００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２１，５００円 

（ｃ） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３４，０００円 

（ｄ） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

のもの ４４，０００円 

エ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条第５項の

構造計算適合性判定（以下ウにおいて「構造計算適合

性判定」という。）の実施の申出を伴う場合 申請に 

係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物 

（当該一の建築物の２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法の

みで接しているときは、当該一の建築物の２以上の部

分をそれぞれ一の建築物とみなす。）ごとに次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める額 

～  ［略］ 

低炭素

建築物

新築等

計画変

更認定

申請手

数料 

［略］ 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額 

ア～ウ ［略］ 

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵又は同号イ

⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 １４，５００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 １６，５００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ２９，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

５０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

８７，５００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの １２８，０００円 

オ ［略］ 

カ ［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

［略］ 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物

新築等計画認定申請手数料の項アに規定する額に、前項

に規定する合算した額を加算し、建築基準関係規定適合

の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画認定申請手



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条第４項の

構造計算適合性判定（以下ウにおいて「構造計算適合

性判定」という。）の実施の申出を伴う場合 申請に 

係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物 

（当該一の建築物の２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法の

みで接しているときは、当該一の建築物の２以上の部

分をそれぞれ一の建築物とみなす。）ごとに次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める額 

～  ［略］ 

低炭素

建築物

新築等

計画変

更認定

申請手

数料 

［略］ 次に掲げる額を合算した額 

ア～ウ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ ［略］ 

オ ［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

［略］ 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物

新築等計画認定申請手数料の項アに規定する額に、前項

に規定する合算した額を加算し、建築基準関係規定適合

の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画認定申請手



査の申

出を伴

う低炭

素建築

物新築

等計画

変更認

定申請

手数料 

数料の項イからエまでに掲げる場合は、それぞれ当該イ

からエまでに定める額を更に加算して得た額 

 

別表第５（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料 

名称 手数料を徴収する事務 金額 

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第１１条第１項

又は第１２条第２項の

規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能適合

性判定 

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごと

に次に掲げる額を合算して得た額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第２９条第３項に規定する他の建築物について、当該

建築物が記載された同条第１項に規定する建築物エネ

ルギー消費性能向上計画が同法第３０条第１項の認定

又は同法第３１条第１項の変更の認定を受けたことを

示す書類が提出された場合 

 一戸建ての住宅 ５，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める建築物につい

ては、共用部分の床面積を除く。ア 、イ 及び

エ において同じ。）が３００平方メートル未満

のもの １１，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２３，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

５２，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ９４，０００円 

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める算定方法に 

よって算定したものをいう。アにおいて同じ。）

が３００平方メートル未満のもの １１，０００

円 

ｂ～ｇ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 



査の申

出を伴

う低炭

素建築

物新築

等計画

変更認

定申請

手数料 

数料の項イ又はウに掲げる場合は、それぞれ当該イ又は

ウに定める額を更に加算して得た額 

 

別表第５（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料 

名称 手数料を徴収する事務 金額 

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第１２条第１項

若しくは第２項又は第

１３条第２項若しくは

第３項の規定に基づく

建築物エネルギー消費

性能適合性判定 

 

 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第３４条第３項に規定する他の建築物について、当該

建築物が記載された同条第１項に規定する建築物エネ

ルギー消費性能向上計画が同法第３５条第１項の認定

又は同法第３６条第１項の変更の認定を受けたことを

示す書類が提出された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律第１２条第１項又は第１３条第２項の規定による

場合 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める算定方法に 

よって算定したものをいう。以下この項において 

同じ。）が３００平方メートル未満のもの 

１１，０００円 

ｂ～ｇ ［略］ 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律第１２条第２項又は第１３条第３項の規定による

場合 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ５，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１，０００平方メートル未満のもの ９，５００



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定め

る基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ４０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ４４，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ８０，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１３５，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２３０，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ３３０，０００円 

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵に定め

る基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ２０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ２２，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ３８，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６６，０００円 



円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１５，５００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４７，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

７４，５００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

９４，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの １１７，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１２１，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの １８３，０００円 

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑵又は同

号イ⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ２９，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ３３，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ５９，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１００，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１７５，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ２５６，０００円 

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号イに定める基準に適

合するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３００平方メートル未満のもの ２６７，０００

円 

 床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３３４，０００円 

 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４３２，０００円 

 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６１６，０００円 

 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

７５９，０００円 

 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

８９８，０００円 

 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの １，０２４，０００円 

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第１２条第１項又は第１３条第２項の規定による場合

（ア に掲げる場合を除く。） 

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１条第１項第１号イに定める基準に適合するもの 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ２６７，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３３４，０００円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４３２，０００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６１６，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

７５９，０００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

８９８，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの １，０２４，０００円 

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第



を定める省令第１条第１項第１号ロに定める基準に適

合するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

１０２，０００円 

 床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１３０，０００円 

 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１７１，０００円 

 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２７７，０００円 

 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３６２，０００円 

 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４３５，０００円 

 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの ５１０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１条第１項第１号ロに定める基準に適合するもの 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 １０２，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１３０，０００円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１７１，０００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２７７，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３６２，０００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４３５，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの ５１０，０００円 

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第１２条第２項又は第１３条第３項の規定による場合

（ア に掲げる場合を除く。） 

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１条第１項第１号イに定める基準に適合するもの 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 １３３，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の  

１６７，０００円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

２１６，０００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３０８，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３７９，５００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

４４９，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの ５１２，０００円 

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１条第１項第１号ロに定める基準に適合するもの 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ５１，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 
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建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第１１条第２項

又は第１２条第３項の

規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能適合

性判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごと

に次に掲げる額を合算して得た額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第２９条第３項に規定する他の建築物について、当該

建築物が記載された同条第１項に規定する建築物エネ

ルギー消費性能向上計画が同法第３０条第１項の認定

又は同法第３１条第１項の変更の認定を受けたことを

示す書類が提出された場合 

 一戸建ての住宅 ２，５００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める建築物につい

ては、共用部分の床面積を除く。ア 、イ 及び

エ において同じ。）が３００平方メートル未満

のもの ５，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１１，５００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２６，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ４７，０００円 

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める算定方法に 

よって算定したものをいう。アにおいて同じ。）

が３００平方メートル未満のもの ５，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

９，５００円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１５，５００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 



１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

６５，０００円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

８５，５００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１３８，５００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１８１，０００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

２１７，５００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの ２５５，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４７，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

７４，５００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

９４，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの １１７，５００円 

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定め

る基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ２０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ２２，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ４０，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６７，５００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１１５，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの １６５，０００円 

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵に定め

る基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 １０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 １１，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 １９，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３３，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６０，５００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  もの ９１，５００円 

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑵又は同

号イ⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 １４，５００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 １６，５００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ２９，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

５０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

８７，５００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの １２８，０００円 

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号イに定める基準に適

合するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３００平方メートル未満のもの １３３，５００

円 

 床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 未 満 の も の 

１６７，０００円 

 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

２１６，０００円 

 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３０８，０００円 

 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３７９，５００円 

 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

４４９，０００円 

 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの ５１２，０００円 

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号ロに定める基準に適

合するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

５１，０００円 

 床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 未 満 の も の 

６５，０００円 

 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

８５，５００円 

 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１３８，５００円 

 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１８１，０００円 

 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

２１７，５００円 

 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの ２５５，０００円 

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第２９条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向

上計画の認定の申請に

対する審査（次項に規

定する審査を除く。） 

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第３０条第１項各号に掲げる基準に適合していること

を示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定

めるものが提出された場合 

 ［略］ 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める建築物につい

ては、共用部分の床面積を除く。ア 、イ 及び

エ において同じ。）が３００平方メートル未満

のもの 

 １１，０００円 

ｂ～ｄ ［略］ 

 ［略］ 

イ・ウ ［略］ 

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵又は同号イ

⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ２９，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ３３，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ５９，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１００，０００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第３４条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向

上計画の認定の申請に

対する審査（次項に規

定する審査を除く。） 

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第３５条第１項各号に掲げる基準に適合していること

を示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定

めるものが提出された場合 

 ［略］ 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める建築物につい

ては、共用部分の床面積を除く。ア 及びイ に

おいて同じ。）が３００平方メートル未満のもの 

 

 １１，０００円 

ｂ～ｄ ［略］ 

 ［略］ 

イ・ウ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１７５，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ２５６，０００円 

オ ［略］ 

カ ［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

査の申

出を伴

う建築

物エネ

ルギー

消費性

能向上

計画認

定申請

手数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第２９条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向 

上計 画 の 認定 の 申 請 

（同法第３０条第２項

の規定による申出を伴

う申請に限る。）に対

する審査 

前項に規定する合算した額に、次のアに定める額を加算

し、次のイからエまでに掲げる場合はそれぞれ当該イか

らエまでに定める額を更に加算して得た額 

ア 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３０平方メートル以下のもの ８，０００円 

 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平

方メートル以下のもの ２０，０００円 

 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００

平方メートル以下のもの ３４，０００円 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００

平方メートル以下のもの ３６，０００円 

 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３９，０００円 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ ［略］ 

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第１１条第１項ただし書（同条第２項において準用す 

る場合を含む。）又は同法第１２条第２項ただし書 

（同条第３項において準用する場合を含む。）に規定

する特定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を 

行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２条第１項第１号イ又はロに定める基

準に適合するもの（ に掲げるものを除く。） 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が２００平方メートル未満のも 

の １４，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のも 

の １６，０００円 

ｂ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が３００平方メートル未満のも 

の ２７，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が３００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４３，０００円 



 

 

 

 

 

エ ［略］ 

オ ［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

査の申

出を伴

う建築

物エネ

ルギー

消費性

能向上

計画認

定申請

手数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第３４条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向 

上計 画 の 認定 の 申 請 

（同法第３５条第２項

の規定による申出を伴

う申請に限る。）に対

する審査 

前項に規定する合算した額に、次のアに定める額を加算

し、次のイ又はウに掲げる場合はそれぞれ当該イ又はウ

に定める額を更に加算して得た額 

ア 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３０平方メートル以下のもの ７，０００円 

 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平

方メートル以下のもの １４，０００円 

 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００

平方メートル以下のもの ２４，０００円 

 床面積の合計が２００平方メートルを超え５００

平方メートル以下のもの ３１，０００円 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ｃ） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６８，０００円 

（ｄ） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

のもの ８８，０００円 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２条第１項第１号イ又はロに定める基

準に適合するもの（建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第１１条第２項及び第１２条第

３項の規定に基づくものに限る。） 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が２００平方メートル未満のも 

の ７，０００円 

（ｂ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のも 

の ８，０００円 

ｂ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ） 床面積の合計が３００平方メートル未満のも 

の １３，５００円 

（ｂ） 床面積の合計が３００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２１，５００円 

（ｃ） 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３４，０００円 

（ｄ） 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

のもの ４４，０００円 

エ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条第５項の

構造計算適合性判定（以下ウにおいて「構造計算適合

性判定」という。）の実施の申出を伴う場合 申請に 

係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物 

（当該一の建築物の２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法の

みで接しているときは、当該一の建築物の２以上の部

分をそれぞれ一の建築物とみなす。）ごとに次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める額 

～  ［略］ 

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第３１条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向

上計画の変更の認定の

申請に対する審査（次

項に規定する審査を除

く。） 

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額。ただし、

新たに追加される建築物については、建築物エネルギー

消費性能向上計画認定申請手数料の項に規定する額とす

る。 

ア 変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画が建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３０

条第１項各号に掲げる基準に適合していることを示す

書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるも

のが提出された場合 

 ［略］ 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める建築物につい



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条第４項の

構造計算適合性判定（以下ウにおいて「構造計算適合

性判定」という。）の実施の申出を伴う場合 申請に 

係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物 

（当該一の建築物の２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法の

みで接しているときは、当該一の建築物の２以上の部

分をそれぞれ一の建築物とみなす。）ごとに次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める額 

～  ［略］ 

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第３６条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向

上計画の変更の認定の

申請に対する審査（次

項に規定する審査を除

く。） 

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額。ただし、

新たに追加される建築物については、建築物エネルギー

消費性能向上計画認定申請手数料の項に規定する額とす

る。 

ア 変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画が建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３５

条第１項各号に掲げる基準に適合していることを示す

書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるも

のが提出された場合 

 ［略］ 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める建築物につい



ては、共用部分の床面積を除く。ア 、イ 及び

エ において同じ。）が３００平方メートル未満

のもの 

 ５，５００円 

ｂ～ｄ ［略］ 

 ［略］ 

イ・ウ ［略］ 

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵又は同号イ

⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 １４，５００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 １６，５００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ２９，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

５０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

８７，５００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの １２８，０００円 

オ ［略］ 

カ ［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

査の申

出を伴

う建築

物エネ

ルギー

消費性

能向上

計画変

更認定

申請手

数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第３１条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向

上計画の変更の認定の

申請（同条第２項にお 

いて準用す る同法第 

３０条第２項の規定に

よる申出を伴う申請に

限る。）に対する審査 

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネル

ギー消費性能向上計画認定申請手数料の項アに規定する

額に、前項に規定する合算した額を加算し、建築基準関

係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネルギー消費性

能向上計画認定申請手数料の項イからエまでに掲げる場

合は、それぞれ当該イからエまでに定める額を更に加算

して得た額 

   

 

 

 

 

 



ては、共用部分の床面積を除く。ア 及びイ に

おいて同じ。）が３００平方メートル未満のもの 

 

 ５，５００円 

ｂ～ｄ ［略］ 

 ［略］ 

イ・ウ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ ［略］ 

オ ［略］ 

建築基

準関係

規定適

合の審

査の申

出を伴

う建築

物エネ

ルギー

消費性

能向上

計画変

更認定

申請手

数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第３６条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向

上計画の変更の認定の

申請（同条第２項にお 

いて準用す る同法第 

３５条第２項の規定に

よる申出を伴う申請に

限る。）に対する審査 

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネル

ギー消費性能向上計画認定申請手数料の項アに規定する

額に、前項に規定する合算した額を加算し、建築基準関

係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネルギー消費性 

能向上計画認定申請手数料の項イ又はウに掲げる場合は、

それぞれ当該イ又はウに定める額を更に加算して得た額 

建築物

エネル

ギー消

費性能

認定申

請手数

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第４１条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能に

係る認定の申請に対す

次に掲げる額を合算した額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第２条第１項第３号に掲げる基準に適合していること

を示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定

めるものが提出された場合 

 一戸建ての住宅 ５，０００円 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



料 る審査  住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める建築物につい

ては、共用部分の床面積を除く。ア 、イ 及び

ウ において同じ。）が３００平方メートル未満

のもの １１，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

２３，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

５２，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ９４，０００円 

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 １１，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１９，０００円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３１，０００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

９４，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１４９，０００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１８８，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの ２３５，０００円 

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定め

る基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ４０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ４４，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ８０，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１３５，０００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

２３０，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ３３０，０００円 

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵又は同

号イ⑶及びロ⑶に定める基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ２０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ２２，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ３８，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

６６，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１２１，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの １８３，０００円 

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号イに定める基準に適

合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

２６７，０００円 

 床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３３４，０００円 

 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

４３２，０００円 

 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

６１６，０００円 

 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

７５９，０００円 

 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

８９８，０００円 

 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの １，０２４，０００円 

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号ロに定める基準に適



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物

エネル

ギー消

費性能

確保計

画軽微

変更該

当証明

書交付

申請手

数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律施行規則第１３

条の規定に基づく軽微

な変更に該当している

ことを証する書面の交

付の申請に対する審査 

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごと

に次に掲げる額を合算して得た額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第２９条第３項に規定する他の建築物について、当該

建築物が記載された同条第１項に規定する建築物エネ

ルギー消費性能向上計画が同法第３０条第１項の認定

又は同法第３１条第１項の変更の認定を受けたことを

示す書類が提出された場合 

 一戸建ての住宅 ２，５００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める建築物につい

ては、共用部分の床面積を除く。ア 、イ 及び

エ において同じ。）が３００平方メートル未満

のもの ５，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１１，５００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

２６，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ４７，０００円 

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計（市長が別に定める算定方法に 

よって算定したものをいう。アにおいて同じ。）

が３００平方メートル未満のもの ５，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１，０００平方メートル未満のもの ９，５００ 



合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

１０２，０００円 

 床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１３０，０００円 

 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１７１，０００円 

 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

２７７，０００円 

 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３６２，０００円 

 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

４３５，０００円 

 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの ５１０，０００円 

建築物

エネル

ギー消

費性能

確保計

画軽微

変更該

当証明

書交付

申請手

数料 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第

５号）第１１条の規定

に基づく軽微な変更に

該当していることを証

する書面の交付の申請

に対する審査 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第３４条第３項に規定する他の建築物について、当該

建築物が記載された同条第１項に規定する建築物エネ

ルギー消費性能向上計画が同法第３５条第１項の認定

又は同法第３６条第１項の変更の認定を受けたことを

示す書類が提出された場合 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３００平方メートル未満のもの ５，５００円 

 床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１，０００平方メートル未満のもの ９，５００円 

 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１５，５００円 

 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４７，０００円 

 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

７４，５００円 

 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

９４，０００円 

 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの １１７，５００円 

 

 

 

 

 



円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１５，５００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

４７，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

７４，５００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

９４，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの １１７，５００円 

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定め

る基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ２０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ２２，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ４０，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６７，５００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

１１５，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの １６５，０００円 

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵に定め

る基準に適合するもの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 １０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 １１，０００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 １９，０００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３３，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

６０，５００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの ９１，５００円 

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定め

る基準と同号イ⑵及びロ⑵に定める基準とを併用する

もの 

 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 １４，５００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 １６，５００円 

 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ２９，５００円 

ｂ  床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

５０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

８７，５００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の

もの １２８，０００円 

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号イに定める基準に適

合するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によっ 

て算定したものをいう。以下この項において同じ。）

が３００平方メートル未満のもの １３３，５００

円 

～  ［略］ 

カ ［略］ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号イに定める基準に適

合するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

１３３，５００円 

 

 

～  ［略］ 

ウ ［略］ 
 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の新座市建築基準法等関係手数料条例（次項において「新条例」とい

う。）の規定は、この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）以

後に申請を受ける事務に係る手数料について適用し、同日前に申請を受けた事

務に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、新条例別表第１建築物に関する確認申請又は計画

通知手数料の項（建築物の計画の変更に係るものに限る。）、昇降機を含む建

築物に関する確認申請又は計画通知手数料の項（イ及びウに限る。）、建築物

に関する完了検査手数料の項、要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為に

係る建築物に関する完了検査手数料の項、建築物に関する中間検査手数料の項、

昇降機を含む建築物に関する中間検査手数料の項並びに別表第３建築基準関係

規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の項

並びに別表第４建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等

計画変更認定申請手数料の項並びに別表第５建築基準関係規定適合の審査の申

出を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の項の規定は、

施行日以後に建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手す

るものに関する申請に係る手数料について適用し、施行日前に建築物の建築、

大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請に係る手

数料については、なお従前の例による。 

 

 

  令和７年２月２１日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

提 案 理 由 

建築基準法等の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う

ことが比較的容易な特定建築行為に関する確認申請又は計画通知手数料等を定め

るとともに、所要の規定の整備を図りたいので、この案を提出するものである。 


